太田市地域公共交通総合連携計画の概要
１．経緯

　平成〇〇年〇月〇〇日作成

　平成〇〇年〇月〇〇日公表
2． 太田市地域公共交通総合連携計画の区域

  太田市全域
3． 太田市地域公共交通総合連携計画に関する基本方針

　　本市は、多極分散型の自動車利用を前提とした都市構造により、「過度に自動車に依存した生活スタイル」から「公共交通により移動し易い街を目指す」ため、下記の５つの基本方針により公共交通の充実を図ります。
　　①多様な主体と協働して施策を推進
　　②地域公共交通ネットワークを構築

　　③自動車への過度の依存を改善

　　④適切な費用負担の仕組みを構築

　　⑤小規模需要に応じた移動手段を整備

4． 太田市地域公共交通総合連携計画の目標

　　本計画の目標を下記のとおりとします。　

①利用者の目標（市営バス利用人数H25年度４０万人）
②収支率の目標（収支率H25年度５０％）
③交通空白地帯の解消

④交通弱者など移動制約者の日常生活を支える足とする

⑤公共交通整備による「安全・安心」な「活力ある」まちづくりに貢献する

　　⑥モビリティ・マネジメントの推進

5． 事業の概要及び事業の実施主体

・市内１１路線を７路線に再編。実施主体は、すべて太田市。委託先：運行事業者
①新田線

　　既存の新田線とほぼ同じルートとなりますが、太田駅のダイヤと連携し通勤・通学需要を取り込みます。　　
②生品・藪塚線

　　既存の藪塚方面の路線は東武鉄道桐生線と並走しておりますので、鉄道と競合を

避けるため、新たな路線を設定します。
③毛里田線

　　既存の毛里田線とほぼ同じルートとなり、隣接する桐生市と乗り換えが出来ます。

④韮川線

　　この路線は、経由地を大幅に見直し、迂回を避け路線の効率化を図り通勤・通学需要を取り込みます。

⑤宝泉・世良田線

　　既存の発着点は継承しますが、路線を大幅に見直し宝泉線と統合します。観光及

び通勤・通学需要を取り込みます。

⑥沢野線

　　既存の路線と変更なし。最短路線となることから運行本数を確保します。

⑦九合・尾島線

　　この路線と⑤の宝泉・世良田線とで国道３５４号路線は全線カバーし、さらに時間短縮により運行本数を確保します。

　・路線を再編することに加え、付加価値を検討します。
　　①乗車増加のための方策
　　②フリーパス券の導入

　　③商店街との連携
　　④運転免許返納者への無料乗車券（１年間）の支給

　　⑤バス利用圏の拡大

　　⑥観光との連携

6． 計画期間

　　平成２１年度から平成２５年度

構想
7． 法第６条に関する協議会の有無

　有（設立２０年６月５日、太田市地域公共交通活性化協議会、構成員：別添）

8． 法第5条第6項に定められている関係者との協議

平成２０年６月５日　　第１回太田市地域公共交通活性化協議会

平成２０年１０月３日　第２回太田市地域公共交通活性化協議会

平成２０年１１月４日　調査研究部会

平成２０年１１月１０　調査研究及び計画立案合同部会

平成２１年３月１３日　第３回太田市地域公共交通活性化協議会
9． 法第５条第5項に定められている利用者の意見の反映

　　太田市地域公共交通活性化協議会に下記の団体からメンバーが参画し、３回にわたって協議会で論議を行った。

　　①太田市区長会

　　②太田市老人クラブ連合会

　　③太田市身体障害者団体連絡協議会

　　④太田地区高等学校生徒指導部会

　　⑤太田市くらしの会

　　

その他　アンケート調査（市民：3,000件、バス利用者：700件）を平成２０年１２月に実施し、市民の意見を聞き連携計画に反映させた。

１０．その他

　　・法第７条による提案の有無　　無
　　・送付時点において国の支援制度の活用を想定の有無　　無　　　

　　　　H21年度は、事前予算が確保できなくなったため、活用無しとなったためです。
